
知
ら
ぬ
間
に

知
ら
ぬ
間
に

空
き
家
の
所
有
者
に

空
き
家
の
所
有
者
に

　

家
の
所
有
者
が
亡
く
な
っ
た
と
き
、
所

有
者
の
名
義
変
更
や
譲
渡
が
さ
れ
て
い
な

い
こ
と
で
空
き
家
問
題
が
発
生
し
ま
す
。

　

例
え
ば
、
親
や
兄
弟
の
家
が
空
き
家
に

な
り
、
適
切
な
手
続
き
が
な
さ
れ
ず
放
置

さ
れ
る
と
、
全
て
の
子
や
孫
、
兄
弟
な
ど

の
法
定
相
続
人
に
引
き
継
が
れ
、
延
々
と

相
続
人
が
増
え
て
い
き
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
場
合
、
知
ら
ぬ
間
に
空
き

家
を
相
続
し
て
し
ま
い
、
所
有
者
と
し
て

空
き
家
を
管
理
す
る
責
任
が
生
じ
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。

�

早
め
の
対
策
を

早
め
の
対
策
を

　

空
き
家
問
題
は
、
時
間
が
経
て
ば
経
つ

ほ
ど
相
続
関
係
が
複
雑
に
な
り
、
解
決
が

難
し
く
な
っ
て
い
き
ま
す
。
早
め
の
相
続

手
続
き
や
売
却
な
ど
の
対
策
を
と
る
こ
と

が
重
要
で
す
。
次
の
３
点
に
取
り
組
み
ま

し
ょ
う
。

◉
現
在
の
登
記
を
確
認

　

空
き
家
に
は
、
移
転
登
記
が
な
さ
れ
ず
、

過
去
の
所
有
者
名
義
の
ま
ま
に
な
っ
て
い

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
ま
ず
は
、
誰
の
所

有
に
な
っ
て
い
る
か
確
認
し
ま
し
ょ
う
。

◉
相
続
に
つ
い
て
話
し
合
い

　

所
有
者
が
確
認
で
き
た
ら
、
そ
の
相
続

人
が
誰
に
な
る
か
を
調
べ
て
、
相
続
人
全

員
で
、「
誰
が
」「
何
を
」「
ど
の
よ
う
に

相
続
す
る
か
」
を
話
し
合
い
（
遺
産
分
割

協
議
）、
相
続
内
容
を
決
め
て
、
相
続
手

続
き
を
済
ま
せ
ま
し
ょ
う
。

◉
専
門
家
に
相
談

　

相
続
関
係
が
複
雑
に
な
る
と
、
個
人
で

の
解
決
が
難
し
く
な
り
ま
す
。
売
却
や
解

体
も
解
決
策
の
一
つ
で
す
の
で
、
そ
れ
ぞ

れ
の
対
応
策
に
応
じ
て
、
司
法
書
士
や
不

動
産
取
引
な
ど
の
専
門
家
に
相
談
し
ま

し
ょ
う
。

注目
topic

◉
空
き
家
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ

登
記
名
義
人
の
確
認

宮
崎
地
方
法
務
局
都
城
支
局

☎
22

−

０
４
９
０

相
続
・
登
記
、
相
続
人
の
調
査

宮
崎
県
司
法
書
士
会

☎
０
９
８
５

−

28

−

８
５
３
８

土
地
・
建
物
の
売
買

宮
崎
県
宅
地
建
物
取
引
業
協
会
（
県
南

支
部
）　

☎
22

−

６
６
２
７

建
物
の
解
体

都
城
地
区
解
体
工
事
協
同
組
合
（
都
城

地
区
建
設
業
協
会
内
）

☎
22

−

１
９
９
１

解
体
費
用
の
融
資

空
き
家
の
解
体
資
金
に
対
す
る
融
資
を

行
う
金
融
機
関
が
あ
り
ま
す
。
直
接
金

融
機
関
に
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

そ
の
他
の
問
い
合
わ
せ

建
築
対
策
課　

☎
23

−

８
０
６
７

他人ごとではない他人ごとではない

「空き家」の話「空き家」の話

　住む人が居なくなり、放置されたままの空き家が、全国的な社会問題となっ　住む人が居なくなり、放置されたままの空き家が、全国的な社会問題となっ
ています。平成27年５月に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行。ています。平成27年５月に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行。
空き家所有者の責務が明確になり、所有者に対する行政処分の規定も設けられ空き家所有者の責務が明確になり、所有者に対する行政処分の規定も設けられ
ました。この機会に、空き家問題や親・兄弟の相続について、みんなで話し合っました。この機会に、空き家問題や親・兄弟の相続について、みんなで話し合っ
てみませんか。　　　　　　　　　◎問い合わせ　建築対策課　☎23−8067てみませんか。　　　　　　　　　◎問い合わせ　建築対策課　☎23−8067
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